
事業内容

農業、林業、漁業、医療・福祉、環境分野に進出しようとする３年以上建設業を
営む県内の中小許可業者に対し、以下の支援を実施する。
(1)建設業新分野進出支援金〔補助制度〕

補助対象経費：①資格取得経費②販路開拓経費
③その他新分野進出手続き等に要する経費

補 助 率：1/2
補助限 度 額：50万円（補助対象限度額100万円）

(2)建設業新分野事業展開資金〔融資制度〕
融資限 度 額：1億円
融 資 利 率：1.9％
融 資 期 間：10年以内
融資目 標 額：10億円
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・建設業界は、目下の経済不況に加え公共投資の減少という業界固有の問題を抱えており、こ
の状況の中で、建設業の活力再生や雇用の維持・発展を図るためには、行政が他分野に関する
情報提供や進出支援等を行い、建設業者の新分野進出を推進していく必要がある。
・また、指定した進出先分野のうち、農林漁業、医療・福祉分野は、担い手の確保、人材の育
成が求められており、今後進展が見込まれる環境分野も加え、これらの分野で建設業者の人
材、機材、ノウハウ等が有効に活かされることは社会的要請に合致しており、県域全体の発展
に資する。

・建設業者にアンケート調査を行ったところ、新分野進出を検討したことがある業者は調査対
象者全体の1/3以上であるものの、実際に進出した業者は数社のみとごく少数であり、実際に進
出できない最大の障害は「新分野での経営」「参入への資金対応」との回答を得ている。
・今回の支援は、それら新分野進出を検討する建設業者のニーズに合致しており、新分野進出
促進に有効である。
・今回の支援事業は、補助（建設業新分野進出支援金）及び融資（建設業新分野事業展開資
金）の２つの制度からなっており、実際に新分野に進出する際に必要となる最小限度の経費の
み補助を行い、進出後の設備資金、運転資金は全て、後に自ら返済する融資制度によることと
しており、建設業の新分野進出という目的に対し効率的である。
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① 建設業者の他分野進出による建設業者の活力再生、建設業従事者の就業機会の確保
② 進出先分野における担い手不足の解消
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・新分野進出に際し必要となる経費のみを補助し、進出後の設備資金、運転資金は事後に自ら
返済を要する融資としていること、さらに、補助についても対象となる経費のうち半分は自ら
賄うことを求めていることから、新分野に進出しようとする建設業者の受益に対する負担の適
正化は図られている。
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建設業者の新分野進出は、県内企業の活性化、雇用の安定化につながるものであることから、そ
の推進方策として、新たに「建設業新分野進出支援事業」を実施することとする。
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事業の目標
[目標設定理由] 建設業者が新分野で継続的に事業展開
を行うことにより、上記事業目的の達成が可能となるため
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